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要望項目等に関する最終整理案 
 

 

 

 

 

 

【 関 税 関 係 】 



関税関係（案） 

 

１ 個別品目の関税率の改正 

「しょうが（生鮮のもの以外のもの）(ＨＳ0910.10-2-(2)ex)」及び「主

として香料用、医療用等に供するその他の植物(ＨＳ1211.90-4ex)」のうち

の漢方薬原料（別紙１）並びにふっ化水素(ＨＳ2811.11)について、基本税

率を無税とする。 

 

２ 暫定税率等の適用期限の延長 

平成23年度末に適用期限が到来する暫定税率（415品目）、特別緊急関税制

度及び牛肉等に係る関税の緊急措置（牛肉についての発動基準の特例を含

む。）の適用期限を１年延長する。 

 

３ 特恵関税制度に係る改正 

  産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置により、別紙２の

産品を特恵適用の対象から除外する。 

  コソボを特恵受益国に追加する。 

  英領アンギラ地域、英領ヴァージン諸島地域、英領ジブラルタル地域、

英領タークス及びカイコス諸島地域、英領フォークランド諸島及びその附

属諸島地域、スペイン領カナリー諸島地域並びにスペイン領セウタ及びメ

リリア地域を特恵受益国・地域から除外する。 

 

４ 通関関係書類の簡素化 

ペーパーレス化を推進するため、輸出入申告に際し提出を義務付けている

仕入書について、必要な場合にのみ提出を求めることとし、これを提出しな

い場合の保存義務を課す等、所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、平成24年７月１日から適用する。 
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５ 免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等の緩和 

再輸出されることを条件として関税及び消費税の免除を受けて輸入され

るコンテナーについて、国内運送に係る条件を廃止し（現行１回限りとして

いる制限を撤廃する等）、再輸出までの期間を延長する（現行３月を１年）。 

 

６ 海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び

電子化 

我が国に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナー貨物に係

る積荷情報について、原則として当該コンテナー貨物の積出港を当該船舶が

出港する24時間前に、詳細な情報を、電子的に報告することを義務付ける。 

（注）上記の改正は、法律の公布の日から２年を超えない範囲内において政令

で定める日から適用する。 

 

７ 外国税関当局との情報交換の拡充 

我が国が外国税関当局と交換する情報について、双方において刑事手続に

使用することができるよう制度を整備する。 

 

８ 両罰規定に係る公訴時効期間の見直し 

違反行為者とともに法人等を処罰する場合において、法人等に対する公訴

時効期間を違反行為者に対する公訴時効期間と同一とする。 
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【別紙１】 

基本税率を無税とする漢方薬原料（生薬） 

  

生薬名 主な原材料 

イレイセン サキシマボタンヅルの茎、根 

インチンコウ カワラヨモギの花 

インヨウカク イカリソウの葉、茎 

ウヤク テンダイウヤクの根 

エイジツ ノイバラの果実 

エンゴサク コリュダリス・トゥルトスカニノヴィイの茎 

オウギ キバナオウギの根 

オウゴン コガネバナの根 

オウセイ ナルコユリの茎 

オウバク キハダの樹皮 

オウヒ ヤマザクラの樹皮 

オウレン オウレンの茎 

カゴソウ ウツボグサの花 

カシ ミロバランの果実 

カシュウ ツルドクダミの根 

ガジュツ ガジュツの茎 

カロコン オオカラスウリの根 

カロニン オオカラスウリの種子 

カンキョウ ショウガ 

カントウカ フキタンポポの花 

キキョウ キキョウの根 

キササゲ キササゲの果実 

キジツ ダイダイの果実 

キョウカツ ノトプテリュギウム・インキスムの茎、根 

キンギンカ スイカズラの花 

クコシ クコの果実 

クコヨウ クコの葉 

クジン クララの根 

ケイガイ ケイガイの花 

ケイシ カシアの茎 

ケツメイシ エビスグサの種子 

ケンゴシ アサガオの種子 

ゲンジン ゲンジンの根 

ゲンノショウコ ゲンノショウコの葉、茎 

コウブシ ハマスゲの茎 

コウボク ホオノキの樹皮 

コウホン コウホンの茎、根 

ゴシツ トウイノコズチの根 

ゴシュユ ゴシュユの果実 

ゴボウシ ゴボウの果実 

ゴミシ チョウセンゴミシの果実 

サイコ ミシマサイコの根 
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生薬名 主な原材料 

サイシン ウスバサイシンの茎、根 

ザクロヒ ザクロの果皮 

サンキライ ケナシサルトリイバラの茎 

サンザシ サンザシの果実 

サンシシ クチナシの果実 

サンシュユ サンシュユの果実 

サンズコン ソフォラ・スブプロストラタの茎、根 

サンソウニン サネブトナツメの種子 

ジオウ アカヤジオウの根 

シオン シオンの茎、根 

シゴカ エゾウコギの茎、根 

ジコッピ クコの根 

シコン ムラサキの根 

シソシ シソの果実 

シツリシ ハマビシの果実 

シテイ カキノキのがく 

シャクヤク シャクヤクの根 

ジャショウシ オカゼリの果実 

シャジン サイヨウシャジンの根 

シャゼンシ オオバコの種子 

シャゼンソウ オオバコの葉、茎、根 

ジュウヤク ドクダミの葉、茎 

シュクシャ アモムム・クサンティオイデスの種子 

ショウキョウ ショウガ 

ショウマ ショウマの茎 

シンイ コブシの花 

セキショウコン セキショウの茎 

セッコク セッコク属植物の葉、茎 

センキュウ センキュウの茎 

ゼンコ ノダケの根 

センコツ コウホネの茎 

ソウジュツ シナオケラの茎 

ソウハクヒ マグワの根 

ソボク スオウの心材 

ソヨウ シソの葉 

ダイフクヒ ビンロウの果皮 

タクシャ サジオモダカの茎 

タラコンピ タラノキの根 

タンジン タンジンの根 

タンチクヨウ ササクサの葉、茎、根 

チクジョ マダケの茎 

チモ ハナスゲの茎 

チユ ワレモコウの茎、根 

チョウトウコウ カギカズラの茎 

チョレイ チョレイマイタケの菌核 

テンナンショウ マイヅルテンナンショウの茎 
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生薬名 主な原材料 

テンマ オニノヤガラの茎 

テンモンドウ クサスギカズラの根 

トウガシ トウガンの種子 

トウキ トウキの根 

トウジン ヒカゲノツルニンジンの根 

トウチュウカソウ フユムシナツクサタケの子実体 

トウドクカツ シシウドの根 

ドクカツ ウドの茎 

トシシ ネナシカズラの種子 

トチュウ トチュウの樹皮 

ナンテンジツ ナンテンの果実 

ニクジュヨウ オニクの茎 

ニンドウ スイカズラの葉、茎 

バイモ アミガサユリの茎 

バクモンドウ ジャノヒゲの根 

ハゲキテン モリンダ・オフィキナリスの根 

ハッカ ハッカの葉、茎 

ハマボウフウ ハマボウフウの茎、根 

ハンゲ カラスビシャクの茎 

ビャクゴウ オニユリの葉 

ビャクシ ヨロイグサの根 

ビャクジュツ オケラの茎 

ビワヨウ ビワの葉 

ブクリョウ マツホドの菌核 

ブシ ハナトリカブトの根 

ヘンズ フジマメの種子 

ボウイ オオツヅラフジの茎 

ボウコン チガヤの茎 

ボウフウ ボウフウの茎、根 

ホコツシ オランダビユの果実 

ボタンピ ボタンの根 

マンケイシ ハマゴウの果実 

モクツウ アケビの茎 

ヤクチ ヤクチの果実 

ヤクモソウ メハジキの葉、茎 

ヨウバイヒ ヤマモモの樹皮 

リョウキョウ アルピニア・オフィキナルムの茎 

レンギョウ レンギョウの果実 

レンセンソウ カキドオシの葉、茎、根 

ロートコン ハシリドコロの茎、根 

ワキョウカツ ウドの根 
（注） １．乾燥したもので、砕き又は粉状にしていないもの（カンキョウ及びショウキョウにあっては全形のもの）に限る。 

    ２．上記文言については、法技術的観点から今後変更があり得る。 
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【別紙２】 

産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置 

 

① 農水産品 

関税率表

番号 
主な品名 原産国

協定 

税率 

特恵

税率

2005.99-

2-(4)-(A

)-(b) 

調製し又は保存に適する処理をしたその

他の野菜（冷凍してないものに限るものと

し、食酢又は酢酸により調製し又は保存に

適する処理をしたもの及び第20.06項の物

品を除く。）（その他のもののうち、にんに

くの粉を除く。） 

中国 12% 9.6%

 

② 鉱工業産品 

関税率表

の項番号 

(ＨＳ4桁) 

主な品名 原産国
協定 

税率 

特恵

税率

28.11 その他の無機酸及び無機非金属酸化物 中国 3.3%～

3.6% 

無税

65.04 帽子 中国 4.4% 無税

70.07 安全ガラス 中国 3.5% 無税

90.04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 中国 5.3% 無税
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